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○釧路市コミュニティセンター条例  

平成１７年１０月１１日  

釧路市条例第３１号  

（設置）  

第１条 地域住民の生活、文化及び教養の向上並びに健康等の増進を図り、

もって人間性豊かな地域社会の形成に寄与するため、釧路市コミュニティ

センター（以下「コミュニティセンター」という。）を設置する。  

（名称及び位置）  

第２条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称  位置  

釧路市鳥取コミュニティセンター  釧路市鳥取北８丁目３番１０号  

釧路市東部地区コミュニティセンタ

ー  

釧路市益浦１丁目２０番２０号  

釧路市中部地区コミュニティセンタ

ー  

釧路市愛国１９１番地５５１１  

（事業）  

第３条 コミュニティセンターは、第１条の設置目的を達成するために、次

に掲げる事業を実施する。  

（１） コミュニティセンターを地域住民の利用に供すること。  

（２） 地域住民の文化及び教養の向上に関すること。  

（３） 地域住民の健康の増進に関すること。  

（４） その他地域住民のコミュニティ活動の振興に関すること。  

（指定管理者による管理）  

第４条 市長は、次に掲げるコミュニティセンターの管理に関する業務を行

わせるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３

項の規定により、指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下同

じ。）を指定するものとする。  

（１） コミュニティセンターの施設の利用の承認に関する業務  
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（２） 前条に規定する事業の実施に関する業務  

（３） コミュニティセンターの施設の利用に係る料金（以下「利用料金」

という。）の収受に関する業務  

（４） コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務  

（５） その他市長が定める業務  

（指定管理者が行う管理の基準）  

第５条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、

コミュニティセンターの管理を行わなければならない。  

（利用の承認）  

第６条 コミュニティセンターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ

指定管理者の承認を受けなければならない。  

２  前項の承認は、別表第１項又は同表第２項の時間区分を単位として行う

ものとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、１時間を単位と

して行うことができる。  

３  指定管理者は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用につい

て条件を付し、及びこれを変更することができる。  

（利用の制限）  

第７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニテ

ィセンターの利用を承認せず、又は利用させない。  

（１） 公益を害するおそれがあると認められるとき。  

（２） コミュニティセンターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあ

ると認められるとき。  

（３） 管理運営上支障があると認められるとき。  

（利用料金の納入等）  

第８条 第６条第１項の規定により利用の承認を受けた者（以下「利用者」

という。）は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する利用については、利用料金を徴収しない。  

（１） 市又は教育委員会が主催する第３条に規定する事業に関連した各
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種行事等に利用する場合  

（２） コミュニティセンターに関して地域住民団体が組織した団体で市

長が指定するものが主催する第３条に規定する事業に関連した各種講座、

講演会、催物等に利用する場合  

（３） 指定管理者が主催する会議、行事等に利用する場合  

２  利用料金は、利用の承認を受けたときに納入しなければならない。ただ

し、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。  

３  利用料金は、指定管理者の収入とする。  

（利用料金の設定基準等）  

第９条 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長

の承認を得て、指定管理者が定める。  

２  指定管理者は、利用料金の額について変更しようとするときは、あらか

じめ市長の承認を得なければならない。  

３  市長は、前２項の規定により承認したときは、その内容について速やか

に告示するものとする。  

（利用料金の減免）  

第１０条  指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、

又は免除することができる。  

（利用料金の不還付）  

第１１条  既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で

定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。  

（転貸等の禁止）  

第１２条  利用者は、コミュニティセンターを利用する権利を譲渡し、又は

転貸してはならない。  

（特別の設備等の承認）  

第１３条  利用者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加え利用しようと

するときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。  

（利用承認の取消し等）  
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第１４条  指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承

認を取り消し、又は利用を停止することができる。  

（１） 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。  

（２） 利用の目的以外に利用したとき。  

（３） 第６条第３項の規定により付され、又は変更された条件に違反し

たとき。  

（４） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。  

（５） 管理運営上支障があると認められるとき。  

（原状回復）  

第１５条  利用者は、その利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復し

て返還しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、

又は利用を停止されたときも同様とする。  

２  市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それ

に要した費用を徴収する。  

（損害賠償の義務）  

第１６条  利用者は、建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、そ

の損害を賠償しなければならない。  

（市による管理）  

第１７条  第６条から第１１条まで（第８条第１項第３号及び第３項並びに

第９条第２項及び第３項を除く。）、第１３条、第１４条及び別表の規定

は、指定管理者に代わって、市がコミュニティセンターの管理を行う場合

について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあ

るのは「使用料」と、第６条及び第７条中「指定管理者」とあるのは「市

長」と、第８条第１項中「指定管理者」とあるのは「市」と、同条第２項

ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第９条の見出し中「設

定基準等」とあるのは「額」と、同条第１項中「あらかじめ市長の承認を

得て、指定管理者が」とあるのは「規則で」と、第１０条及び第１１条た

だし書中「指定管理者は、規則で定めるところにより」とあるのは「市長
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は、特に必要があると認めたときは」と、第１３条及び第１４条中「指定

管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金設定基準」とあるのは

「使用料」と読み替えるものとする。  

（委任）  

第１８条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１７年１０月１１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市コミュニティセンタ

ー条例（平成２年釧路市条例第９号）の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附  則（平成１９年３月２２日条例第１０号）  

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２０年１０月２日条例第４３号）  

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第３条の次に２

条を加える改正規定（第４条に係る部分に限る。）は、公布の日から施行す

る。  

附  則（平成２３年３月１８日条例第１号）抄  

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。  

附  則（平成２６年３月２０日条例第４号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

（規則への委任）  

８  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置

は、規則で定める。  

附  則（平成２６年１２月１１日条例第４４号）抄  

（施行期日）  
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１  この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則（平成３１年３月２２日条例第８号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

（規則への委任）  

１０  この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措

置は、規則で定める。  

附  則（令和元年６月２８日条例第２号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

別表（第６条、第９条関係）  

利用料金設定基準  

１  多目的ホール等  

部屋の種別  時間区分  金額  

５月１日～１

０月３１日  

１１月１日～４

月３０日  

多目的ホール  ９：００～１２：

００  

５，５６０円  ６，９７０円  

１３：００～１

７：００  

６，９７０円  ８，３５０円  

１８：００～２

１：００  

８，３４０円  ９，７３０円  

９：００～２１：

００  

２０，８７０

円  

２５，０５０円  

調整時間  ２，０９０円  ２，５１０円  

学習室兼会議室 A 

和室A 

サークル室 A 

９：００～１２：

００  

２，７９０円  ３，４６０円  

１３：００～１ ３，４６０円  ４，１８０円  
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趣味の部屋  

音楽室  

料理室  

７：００  

１８：００～２

１：００  

４，１８０円  ４，８８０円  

９：００～２１：

００  

１０，４３０

円  

１２，５２０円  

調整時間  １，０４０円  １，２３０円  

学習室兼会議室 B 

和室B 

サークル室 B 

９：００～１２：

００  

２，０９０円  ２，７９０円  

１３：００～１

７：００  

２，７９０円  ３，４６０円  

１８：００～２

１：００  

３，４６０円  ４，１８０円  

９：００～２１：

００  

８，３４０円  １０，４３０円  

調整時間  ８３０円  １，０４０円  

備考  

１  第６条第２項ただし書の規定により１時間を単位として利用承認を

受けた場合の当該１時間当たりの利用料金は、この表の時間区分の欄

（９時から２１時までを通して利用する場合の時間区分の欄を除く。）

に対応する利用料金の額を当該時間区分の欄の時間数で除して得た額

（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた

額）とする（次項の表において同じ。）。  

２  この表において、調整時間とは、１２時から１３時まで及び１７時

から１８時までのそれぞれ１時間をいう（次項の表において同じ。）。  

３  調整時間に係る利用料金は、あらかじめ利用承認を受けた時間を超

えて利用した場合に適用する（次項の表において同じ。）。  

４  営利を目的とする行事等に利用する場合の利用料金は、この表の規

定による利用料金の額にその額の１００％に相当する額を加算して得
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た額とする。  

２  スポーツに利用する場合  

区分  時間区分又は単位  金額  

５月１日～１

０月３１日  

１１月１日～４

月３０日  

専用利用  全面利用  ９：００～１２：

００  

４，１８０円  ５，５６０円  

１３：００～１

７：００  

５，５６０円  ６，９７０円  

１８：００～２

１：００  

６，９７０円  ８，３４０円  

９：００～２１：

００  

１６，７１０

円  

２０，８７０円  

調整時間  １，６８０円  ２，０９０円  

１／２面利用  ９：００～１２：

００  

２，０９０円  ２，７９０円  

１３：００～１

７：００  

２，７９０円  ３，４６０円  

１８：００～２

１：００  

３，４６０円  ４，１８０円  

９：００～２１：

００  

８，３４０円  １０，４３０円  

調整時間  ８３０円  １，０４０円  

一般利用  小・中・高  １人１時間  １３０円  

大人  １人１時間  ２８０円  

備考  

１  専用利用とは、利用する競技種目に要するものとして割り振られた
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面を単位として、あらかじめ利用を承認したものをいう。  

２  営利を目的とする場合の利用料金については、第１項の表の備考第

４項を適用する。  

３  用具  

区分  単位  金額  

卓球  一式  １回  １３０円  

バドミントン  

ミニバレー  

バレーボール  ２８０円  

綱引き  

４  陶芸窯等  

区分  単位  金額  

陶芸窯（本焼）  １台１回  ４，１８０円  

陶芸窯（素焼）  １台１回  ２，７９０円  

七宝窯  １台１回  ６９０円  

 


